
報告第１４号  

 

   専決処分の報告について 

 

秦野市建築基準条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決処分

したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年６月２１日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  





秦野市条例第８号  

 

   秦野市建築基準条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市建築基準条例（平成１２年秦野市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。 

 第６８条中「法第８５条第５項又は第６項」を「法第８５条第６項又は第７

項」に改める。 

 別表第５第９号ア中「法第８５条第５項」を「法第８５条第６項」に改め、

同号イ中「法第８５条第６項」を「法第８５条第７項」に改め、同表第５０号

ア中「法第８７条の３第５項」を「法第８７条の３第６項」に改め、同号イ中

「法第８７条の３第６項」を「法第８７条の３第７項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年５月３１日から施行する。 
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報告第１４号 秦野市建築基準条例の一部を改正する条例新旧対照表 

新 旧 

（仮設建築物に対する制限の緩和） （仮設建築物に対する制限の緩和） 

第６８条 法第８５条第６項又は第７項に規定する仮設建築物に 

ついては、第５条から第８条まで、第２１条から第２３条ま 

で、第３０条、第４章第７節、第５０条から第５４条まで及び 

第５章の規定は、適用しない。 

第６８条 法第８５条第５項又は第６項に規定する仮設建築物に 

ついては、第５条から第８条まで、第２１条から第２３条ま 

で、第３０条、第４章第７節、第５０条から第５４条まで及び 

第５章の規定は、適用しない。 

別表第５（第６４条関係） 別表第５（第６４条関係） 

  建築許可等申請手数料   建築許可等申請手数料 

(1)－(8) （略） (1)－(8) （略） 

(9) 仮設建築物建築許可申請手数料 (9) 仮設建築物建築許可申請手数料 

ア 法第８５条第６項の規定によるもの 

１２０，０００円  

ア 法第８５条第５項の規定によるもの 

１２０，０００円  

イ 法第８５条第７項の規定によるもの 

１６０，０００円  

イ 法第８５条第６項の規定によるもの 

１６０，０００円  

(10)－(49) （略） 

(50) 用途変更による建築物の一時使用許可申請手数料 

(10)－(49) （略） 

(50) 用途変更による建築物の一時使用許可申請手数料 

ア 法第８７条の３第６項の規定によるもの 

１２０，０００円  

ア 法第８７条の３第５項の規定によるもの 

１２０，０００円  

イ 法第８７条の３第７項の規定によるもの 

１６０，０００円  

イ 法第８７条の３第６項の規定によるもの 

１６０，０００円  
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(51) （略） (51) （略） 

  

  

   附 則  

 この条例は、令和４年５月３１日から施行する。  
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